
【建災防-様式-ずい道０３】

20 年 月 日

　建設業労働災害防止協会 殿

事業者（所属会社） 殿

私は、ずい道等の工事終了後に、個人特定個人情報、健康情報（健康診断で取得した

情報）及び作業従事歴情報を含む個人情報について、下記の目的等を確認の上、建設業

労働災害防止協会本部へ提供することに、

裏面の補足説明を確認した上で、同意します。

同意しません。

（どちらかの ○ にチェックを入れてください。）

事業者の方へ：同意しなかった場合は同意書その他資料を建災防に提出する必要はありません。

１．個人特定個人情報、健康情報及び作業従事歴情報の利用目的について

収集した個人特定個人情報・健康情報・作業従事歴情報は、本人の許可なくずい道等建設労働

者健康情報管理システムその他当協会で必要とされる作業の範囲内以外の目的では使用しません。

２．個人特定個人情報、健康情報及び作業従事歴情報の第三者提供について

収集した個人特定個人情報・健康情報・作業従事歴情報は、業務委託先、法律上公的機関への

届出･提出が必要な場合を除いて第三者へ提供しません。

注　 ※１ 同意しない場合、建設業労働災害防止協会が提供するずい道等建設労働者健康情報管理

システムからの情報提供を受けられません。

※２ 同意した場合で、作業従事歴情報の提出について本人の確認なく本人が事業場を退場し

たときは、事業者と元請の確認を以て建設業労働災害防止協会本部に情報が提供されます。

上記内容に相違ありません。
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）

生年月日（西暦）

年 月 日

以 上

氏名
（自署）
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現住所
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記

事業場名

個人情報、健康情報及び作業従事歴情報提供同意書

性別　男　・　女

(姓)

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

TEL:



【建災防-様式-ずい道０３】

ずい道等建設労働者健康情報管理システムの目的及び概要について

事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者に対して、じん肺予防のための健康診断を定期的に実施し、その健康状態

を把握した上で、状態に応じて必要な就業上の措置を講ずる必要があります。

しかしながら、ずい道等建設労働者は、工事ごとに就業先を変えることが多く、健康診断等の情報がその時々に所属し

ていた事業場に散逸していることから、じん肺のような発症まで時間がかかる健康障害を負うリスクがあるにもかかわら

ず、長期的な健康管理が難しくなっています。

　こうしたことから、建設業労働災害防止協会が、ずい道等建設労働者のじん肺関係の健康情報と作業従事歴情報を一元

的にデータ管理し、当該労働者等からの請求に応じてデータを提供できるシステムを構築することによって、ずい道等建

設労働者の長期的健康管理に資するとともに国のじん肺施策としての公共性を確保することを目的としています。

　ずい道等建設労働者のじん肺関係の健康情報と作業従事歴情報は、ずい道等建設労働者ご本人の同意に基づいて、事業

者から建設業労働災害防止協会に提供されます。建設業労働災害防止協会は、当該健康情報等を専用のシステムに登録し、

当該労働者等からの請求に応じてデータを提供します。原則として、ずい道等建設労働者ご本人以外にはデータを提供い

たしません。

建設業労働災害防止協会に提供される情報の内容
事業者から建設業労働災害防止協会に提供される情報は次のとおりです。

① 　「個人特定個人情報、健康情報及び作業従事歴情報提供同意書」に記載されている、現住所、氏名、生年月日、性別、

建設キャリアアップシステム(CCUS)ID No、連絡先電話番号、携帯電話番号。

②　　事業場退場時のじん肺健康診断結果（エックス線写真を含む）。なお、何らかの理由により事業場退場時のじん肺健

康診断を受診できなかった場合には、退場時の直近のじん肺健康診断結果が提供されます。

その他、実施していた場合の指導勧奨による特殊健康診断結果（振動、騒音）。

③　　工期中にじん肺管理区分が変更になった場合の当該じん肺健康診断結果、じん肺通知書。

④　　現在の事業場における粉じん作業等の職歴（4区分ごとに従事期間、従事月数）。

　 具体的には、下記別表をご確認ください。

建設業労働災害防止協会における情報管理

　当該情報は、ご本人の事業場退場後に事業者を通じて建設業労働災害防止協会に提供されます。

　建設業労働災害防止協会は、「個人情報の保護に関する法律」や「個人情報保護法ガイドライン」の規定に従い、その

取り扱う保有個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置

を講じています。

登録されたデータの利用停止等について

長期的健康管理や再就職の健康情報・作業従事歴情報の証明等に資するものであるとともに、国のじん肺施策としての公

共性を確保する必要があります。また、専用システムとしての主な利用目的として個人情報に含まれる健康情報及び作業

従事歴情報とともにその履歴を管理し継続的に維持する必要があるため、原則として個人の申し出による保有個人データ

の利用停止等を行わないものとします。

補足説明

建設業労働災害防止協会（建災防）は労働災害防止団体法に基づき設立された団体です。

  更新:202311

　本同意書によるご本人の同意に基づいて提供されて、建設業労働災害防止協会が登録するデータについては、ご本人の

裏 面


